
法律第百七十号（平一四・一二・一三） 

  ◎独立行政法人雇用・能力開発機構法 
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   第一章 総則 

 （目的） 

第一条 この法律は、独立行政法人雇用・能力開発機構の名称、目的、業務の範囲等に

関する事項を定めることを目的とする。 

 （名称） 

第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号。以下「通則法」

という。）の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政

法人の名称は、独立行政法人雇用・能力開発機構とする。 

 （機構の目的） 

第三条 独立行政法人雇用・能力開発機構（以下「機構」という。）は、労働者の有す

る能力の有効な発揮及び職業生活の充実を図るため、雇用管理の改善に対する援助、

公共職業能力開発施設の設置及び運営等の業務を行うとともに、勤労者（勤労者財産

形成促進法（昭和四十六年法律第九十二号）第二条第一号に規定する勤労者をいう。

以下同じ。）の計画的な財産形成の促進の業務を行うことにより、良好な雇用の機会

の創出その他の雇用開発、職業能力の開発及び向上並びに勤労者の生活の安定を図

り、もって労働者の雇用の安定その他福祉の増進と経済の発展に寄与することを目的

とする。 

 （事務所） 

第四条 機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。 

 （資本金） 

第五条 機構の資本金は、附則第三条第六項及び第七項の規定により政府及び地方公共

団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。 

２ 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に

追加して出資することができる。 

３ 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は建物その

他の土地の定着物（第五項において「土地等」という。）を出資の目的として、機構

に追加して出資することができる。 



４ 機構は、前二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金

を増加するものとする。 

５ 政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として

評価委員が評価した価額とする。 

６ 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 

   第二章 役員及び職員 

 （役員） 

第六条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 

２ 機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。 

 （理事の職務及び権限等） 

第七条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理す

る。 

２ 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置か

れていないときは、監事とする。 

３ 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を

代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。 

 （役員の任期） 

第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。 

 （役員及び職員の秘密保持義務等） 

第九条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も、同様とする。 

２ 機構の役員及び職員は、前項及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関す

る法律（平成十四年法律第   号）第八条に定めるもののほか、業務に関して知り

得た厚生労働省令で定める個人又は法人に関する情報を、みだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 （役員及び職員の地位） 

第十条 機構の役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適

用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

   第三章 業務等 

 （業務の範囲） 

第十一条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

 一 労働者の就職、雇入れ、配置等についての相談、情報の提供その他の援助を体系

的に行うための施設の設置及び運営を行うこと。 

 二 厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者が就職するために必要な資金の

貸付けその他の援助を行うこと。 

 三 雇用対策法（昭和四十一年法律第百三十二号）第十五条の規定に基づいて職業安



定機関が労働者の雇入れ又は配置その他の雇用に関する事項につき事業主に対して

行う援助について必要な協力を行うこと。 

 四 建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三号）第九条

第一項各号に掲げる事業を行うこと。 

 五 建設業の事業主及びその雇用する労働者に対して、労働者の雇入れ、配置その他

の雇用管理に関し必要な知識を習得させるための研修を行い、及び雇用管理の改善

について助言すること。 

 六 地域雇用開発促進法（昭和六十二年法律第二十三号）第十二条第一項及び第十七

条第一項第二号並びに中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出

のための雇用管理の改善の促進に関する法律（平成三年法律第五十七号）第七条第

一項各号に掲げる事業を行うこと。 

 七 職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び

職業能力開発総合大学校の設置及び運営、職業能力開発促進法（昭和四十四年法律

第六十四号）第十五条の六第一項ただし書に規定する職業訓練の実施並びに事業主

その他のものの行う職業訓練の援助を行うこと。 

 八 公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練又は指導員訓

練（以下この号において「職業訓練等」という。）を受ける者のための宿泊施設の

設置及び運営を行うこと並びに厚生労働省令で定める理由により職業訓練等を受け

ることが困難な者が当該職業訓練等を受けるために必要な資金の貸付けを行うこ

と。 

 九 労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上についての事業

主、労働者その他の関係者に対する相談その他の援助並びにその雇用する労働者が

自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための援助を

行う事業主に対する職業能力開発促進法第十五条の三に規定する必要な助成を行う

こと。 

 十 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

２ 前項に規定する業務は、厚生労働省令で定めるところにより、雇用保険法（昭和四

十九年法律第百十六号）第六十二条の規定による雇用安定事業、同法第六十三条の規

定による能力開発事業又は同法第六十四条の規定による雇用福祉事業として行うもの

とする。 

３ 機構は、第一項に規定する業務のほか、第三条の目的を達成するため、次の業務を

行う。 

 一 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成四年法律第六十三号）第三十

二条各号に掲げる業務を行うこと。 

 二 勤労者財産形成促進法第八条の二各号に掲げる業務及び同法第十四条の三に規定

する業務を行うこと。 



 三 勤労者財産形成促進法第九条第一項各号及び第十条の三第一項各号に掲げる業務

を行うこと。 

 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

４ 前項に規定する業務は、厚生労働省令で定めるところにより、雇用保険法第六十四

条の規定による雇用福祉事業として行うものとすることができる。 

５ 機構は、第一項及び第三項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、国、地方

公共団体又は特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務と密接な関連を

有するものの委託を受けて、第一項第一号又は第七号に掲げる施設を利用して、公共

職業能力開発施設の行う職業訓練に準ずる訓練の実施その他労働者の福祉を増進する

ため必要な業務を行うことができる。 

６ 第一項第七号に掲げる業務のうち安定した職業に就いている労働者に対して行う職

業訓練は、真に高度なものであって地方公共団体が運営する公共職業能力開発施設又

は民間の主体が運営する職業に関する教育訓練施設にゆだねることができないものに

ついて行うものとする。 

 （業務の委託） 

第十二条 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条第三項第一号及び第三号に掲げ

る業務の一部を金融機関に委託することができる。 

２ 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業

務を行うことができる。 

３ 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関（以下「受託金融機関」とい

う。）の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他

の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

 （区分経理） 

第十三条 機構は、第十一条第三項第二号及び第三号に掲げる業務（これらに附帯する

業務を含む。）に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて

整理しなければならない。 

 （積立金の処分） 

第十四条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間（以下

「中期目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は

第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、

その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期

間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画（同項

後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定めるところに

より、当該次の中期目標の期間における第十一条第一項、第三項及び第五項に規定す

る業務の財源に充てることができる。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、厚生



労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。 

３ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を

受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければ

ならない。 

４ 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な

事項は、政令で定める。 

 （借入金及び雇用・能力開発債券） 

第十五条 機構は、第十一条第三項第三号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚

生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は雇用・能力開発債券（以下「債

券」という。）を発行することができる。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生

労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。 

３ 機構は、第十一条第三項第三号に掲げる業務に必要な費用に充てるため短期借入金

をする場合には、通則法第四十五条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の認可

を受けなければならない。 

４ 第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自

己の債権の弁済を受ける権利を有する。 

５ 前項の先取特権の順位は、民法（明治二十九年法律第八十九号）の規定による一般

の先取特権に次ぐものとする。 

６ 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金の借入れに関する事務の全部又

は一部を厚生労働省令で定める金融機関に、債券の発行に関する事務の全部又は一部

を銀行、信託会社又は証券業者に委託することができる。 

７ 商法（明治三十二年法律第四十八号）第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の

規定は、前項の規定により債券の発行に関する事務について委託を受けた銀行、信託

会社又は証券業者について準用する。 

８ 前各項（第三項を除く。）に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で

定める。 

 （償還計画） 

第十六条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大

臣の認可を受けなければならない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生

労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。 

   第四章 雑則 

 （緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求） 

第十七条 厚生労働大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた

場合において、労働者の雇入れの促進等又は求職者に対する職業訓練の実施を緊急に



行う必要があると認めるときは、機構に対し、第十一条第一項第三号及び第六号に掲

げる業務並びに同項第七号に掲げる業務（求職者に対する職業訓練の実施に限る。）

に関し必要な措置をとることを求めることができる。 

２ 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がな

い限り、その求めに応じなければならない。 

 （報告及び検査） 

第十八条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託

金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金

融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、

書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者

にこれを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。 

 （連絡等） 

第十九条 機構は、その業務の運営については、都道府県労働局、公共職業安定所及び

地方公共団体と密接に連絡するものとする。 

２ 都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体は、機構に対し、その業務の運

営について協力するように努めるものとする。 

３ 機構は、その業務の内容についての広報その他適切な措置をとることにより、求職

者その他の利用者の便益を増進するように努めなければならない。 

 （都道府県知事の要請等） 

第二十条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において行われる職業訓練の推進の

ために必要があるときは、機構に対して、公共職業能力開発施設の運営その他職業訓

練の実施に関する事項について、報告を求め、及び必要な要請をすることができる。 

 （協議） 

第二十一条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 

 一 第十四条第一項の承認をしようとするとき。 

 二 第十二条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第六項又は第十六条第一項の

認可をしようとするとき。 

２ 厚生労働大臣は、第十一条第一項第四号に掲げる業務、同項に規定する業務のうち

建設労働者の雇用の改善等に関する法律第十条の厚生労働省令で定める事業に係る業

務又は第十一条第三項第三号に掲げる業務のうち勤労者財産形成促進法第九条第一項

各号及び第十条の三第一項第二号に掲げる業務に関し、通則法第二十八条第一項の認

可をしようとする場合には、国土交通大臣に協議しなければならない。 

 （主務大臣等） 



第二十二条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚

生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とする。 

 （他の法令の準用） 

第二十三条 職業能力開発促進法その他政令で定める法令については、政令で定めると

ころにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。 

 （国家公務員宿舎法の適用除外） 

第二十四条 国家公務員宿舎法（昭和二十四年法律第百十七号）の規定は、機構の役員

及び職員には適用しない。 

 （国家公務員共済組合法の適用に関する特例） 

第二十五条 機構の役員及び職員は、国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二

十八号）の規定の適用については、同法第二条第一項第一号に規定する職員には該当

しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。 

   第五章 罰則 

第二十六条 第九条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は

五十万円以下の罰金に処する。 

第二十七条 第十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は

同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をし

た受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。 

第二十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員

は、二十万円以下の過料に処する。 

 一 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合

において、その認可又は承認を受けなかったとき。 

 二 第十一条第一項、第三項及び第五項に規定する業務以外の業務を行ったとき。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び

第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。 

 （雇用・能力開発機構法の一部改正） 

第二条 雇用・能力開発機構法（平成十一年法律第二十号）の一部を次のように改正す

る。 

  附則第十一条第一項中「譲渡する業務」を「、厚生労働省令で定めるところによ

り、譲渡し、出資し、又は廃止する業務（これに附帯する業務を含む。）」に改め、

同条第二項中「譲渡する」を「譲渡し、出資し、又は廃止する」に改め、同条第四項

中「第四十一条第三号」を「第三十八条第一項第二号中「又は第三十二条」とあるの

は「、第三十二条又は附則第十一条第一項」と、第四十一条第三号」に改める。 

 （雇用・能力開発機構の解散等） 



第三条 雇用・能力開発機構（以下「旧機構」という。）は、機構の成立の時において

解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産

を除き、その時において機構が承継する。 

２ 機構の成立の際現に旧機構が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施する

ために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。 

３ 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要

な事項は、政令で定める。 

４ 旧機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。 

５ 旧機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及

び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結

の期限は、その解散の日から起算して四月を経過する日とする。 

６ 第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の

際、次の各号に掲げる額の合計額は、政府から機構に出資されたものとする。 

 一 第一項の規定により機構が承継した資産（以下「承継資産」という。）のうち一

般業務（第十一条第一項各号及び第三項第一号に掲げる業務（これらに附帯する業

務を含む。）、同条第五項に規定する業務並びに次条第一項第四号から第八号まで

及び第十一号に掲げる業務をいう。以下同じ。）に係るものの価額から第一項の規

定により機構が承継した負債（以下「承継負債」という。）のうち一般業務に係る

ものの金額、次項の規定により地方公共団体から出資されたものとする金額及び第

十項の厚生労働省令で定める金額を差し引いた額 

 二 財形業務（第十一条第三項第二号及び第三号に掲げる業務（これらに附帯する業

務を含む。）並びに次条第一項第一号に掲げる業務をいう。以下同じ。）の運営上

の必要性を勘案して厚生労働省令で定める金額 

 三 宿舎等業務（次条第一項第二号、第三号、第十号及び第十二号に掲げる業務をい

う。以下同じ。）に係る承継資産のうち厚生労働省令で定めるものの価額の合計額 

 四 炭鉱援護業務（次条第一項第九号に掲げる業務をいう。以下同じ。）に係る承継

資産のうち厚生労働省令・経済産業省令で定めるものの価額の合計額 

７ 第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の

際、同項及び第二項の規定により機構及び国が承継した資産（炭鉱援護業務に係るも

のを除く。）の価額の合計額から第一項の規定により機構が承継した負債（炭鉱援護

業務に係るものを除く。）の金額を差し引いた額に同項の規定による旧機構の解散時

における旧機構の資本金の額に対する地方公共団体の出資額の割合を乗じて得た額

は、地方公共団体から機構に出資されたものとする。 

８ 前二項の規定により政府及び地方公共団体から機構に出資されたものとされた金額

は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める勘定に属する資本金と

して整理するものとする。 



 一 第六項第一号に掲げる額及び前項の規定により地方公共団体から機構に出資され

たものとされた額の合計額 一般勘定（次条第六項の規定により読み替えて適用す

る第十三条に規定する特別の勘定以外の一般の勘定をいう。以下同じ。） 

 二 第六項第二号に掲げる金額 財形勘定（次条第六項の規定により読み替えて適用

する第十三条に規定する特別の勘定のうち財形業務に係るものをいう。以下同

じ。） 

 三 第六項第三号に掲げる金額 宿舎等勘定（次条第六項の規定により読み替えて適

用する第十三条に規定する特別の勘定のうち宿舎等業務に係るものをいう。以下同

じ。） 

 四 第六項第四号に掲げる金額 炭鉱援護勘定（次条第六項の規定により読み替えて

適用する第十三条に規定する特別の勘定のうち炭鉱援護業務に係るものをいう。以

下同じ。） 

９ 承継資産及び承継負債は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定め

る勘定に属する資産及び負債として整理するものとする。 

 一 一般業務に係る承継資産及び承継負債 一般勘定 

 二 財形業務に係る承継資産及び承継負債 財形勘定 

 三 宿舎等業務に係る承継資産及び承継負債 宿舎等勘定 

 四 炭鉱援護業務に係る承継資産及び承継負債 炭鉱援護勘定 

10 第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の

際、厚生労働省令で定める額は、厚生労働省令で定めるところにより、一般勘定にお

いて一般業務に充てるための積立金又は一般勘定に属する第十四条第一項に規定する

積立金として整理するものとする。 

11 第九項の規定により財形勘定、宿舎等勘定又は炭鉱援護勘定に整理された資産の価

額から同項の規定により財形勘定、宿舎等勘定又は炭鉱援護勘定の負債として整理さ

れた金額及び第八項の規定により財形勘定、宿舎等勘定又は炭鉱援護勘定の資本金と

して整理された金額の合計額を差し引いた額は、厚生労働省令（炭鉱援護業務に係る

ものについては、厚生労働省令・経済産業省令）で定めるところにより、それぞれ財

形勘定、宿舎等勘定又は炭鉱援護勘定において、財形業務、宿舎等業務若しくは炭鉱

援護業務に充てるための積立金若しくは財形勘定、宿舎等勘定若しくは炭鉱援護勘定

に属する第十四条第一項に規定する積立金又は財形勘定、宿舎等勘定若しくは炭鉱援

護勘定に属する繰越欠損金として整理するものとする。 

12 機構は、財形勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、厚生労

働省令で定めるところにより、当該利益に相当する額を限度として厚生労働大臣の承

認を受けた額を財形勘定から一般勘定に繰り入れることができる。ただし、当該繰入

れの累計額は、厚生労働省令で定める額を超えることができない。 

13 第六項及び第七項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として



評価委員が評価した価額とする。 

14 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 

15 第一項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で

定める。 

16 厚生労働大臣又は厚生労働大臣及び経済産業大臣は、第六項第二号若しくは第三号

若しくは第十項の厚生労働省令又は第六項第四号の厚生労働省令・経済産業省令を定

めようとするときは、それぞれ財務大臣に協議しなければならない。 

 （業務の特例等） 

第四条 機構は、第十一条第一項、第三項及び第五項に規定する業務のほか、次の業務

を行うものとする。 

 一 当分の間、附則第二十二条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法附則第二

条第二項に規定する業務を行うこと。 

 二 当分の間、附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法（附則第二条

の規定による改正後の雇用・能力開発機構法をいう。以下「旧法」という。）附則

第十一条第一項に規定する業務（同項に規定する宿舎（以下「宿舎」という。）の

譲渡又は廃止に係るものに限る。）、同条第二項に規定する業務（宿舎に係るもの

に限る。）及び同条第三項に規定する業務を行うこと。 

 三 前号に掲げる業務が終了するまでの間、附則第二十八条の規定による改正後の中

小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善

の促進に関する法律附則第三条及び附則第三十二条の規定による改正後の沖縄振興

特別措置法（平成十四年法律第十四号）附則第四条に規定する業務を行うこと。 

 四 旧法第十九条第三項の規定による資金の貸付け、旧法附則第十四条の規定により

なお従前の例によることとされたもの及び附則第二十八条の規定による改正前の中

小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善

の促進に関する法律第八条の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終

了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。 

 五 旧法第十九条第一項第二号又は旧法附則第十二条の規定による廃止前の旧雇用促

進事業団法（昭和三十六年法律第百十六号）第十九条第一項第七号の規定により貸

し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収

を行うこと。 

 六 平成十六年三月一日前に開始された旧法第十九条第一項第二号の身元保証に関す

る業務が終了するまでの間、当該業務（これに附帯する業務を含む。）を行うこ

と。 

 七 平成十六年三月一日前に開始された附則第三十二条の規定による改正前の沖縄振

興特別措置法第八十一条第一項第一号に掲げる業務が終了するまでの間、当該業務

（これに附帯する業務を含む。）を行うこと。 



 八 附則第十四条の規定による改正後の駐留軍関係離職者等臨時措置法（昭和三十三

年法律第百五十八号）附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる

同法第十八条第一項に規定する業務が終了するまでの間、当該業務を行うこと。 

 九 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十二年

法律第十六号）附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる附則第

三十四条の規定による改正後の旧炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法

（昭和三十四年法律第百九十九号）第二十三条第一項第二号から第九号までに掲げ

る業務が終了するまでの間、当該業務を行うこと。 

 十 前条第一項の規定により機構が旧機構から承継した株式（旧法附則第十一条第一

項の規定による出資に基づいて旧機構が取得した株式に限る。）の処分を行うこ

と。 

 十一 平成二十四年三月三十一日までの間、附則第三十二条の規定による改正後の沖

縄振興特別措置法第八十一条各号に掲げる業務を行うこと。 

 十二 平成十八年三月三十一日までの間、旧法附則第十一条第一項に規定する業務

（同項に規定する福祉施設（以下「福祉施設」という。）の譲渡又は廃止に係るも

のに限る。）及び同条第二項に規定する業務（福祉施設に係るものに限る。）を行

うこと。 

２ 機構は、第四項の規定により宿舎等勘定を廃止するまでの間の各事業年度におい

て、宿舎等勘定に属する承継資産のうち前条第六項第三号の厚生労働省令で定めるも

の（次項において「対象資産」という。）を処分した場合には、当該処分を行った事

業年度の終了の日（宿舎等勘定を廃止する事業年度にあっては、当該廃止の日。次項

において同じ。）において、それぞれ当該事業年度に行った当該処分により生じた収

入の総額を国庫に納付しなければならない。 

３ 機構が前項の処分を行った場合には、各事業年度に処分した対象資産に係る前条第

六項第三号の価額（処分した対象資産が複数であるときは、その価額の合計額）につ

いては、当該処分を行った事業年度の終了の日において、機構に対する政府の出資は

なかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。 

４ 機構は、宿舎等業務を終えたときは、宿舎等勘定を廃止するものとし、その廃止の

際当該勘定についてその債務を弁済してなお残余があるときは、その残余の額を国庫

に納付しなければならない。 

５ 前三項の規定は、炭鉱援護勘定について準用する。この場合において、第二項中

「前条第六項第三号の厚生労働省令」とあるのは「前条第六項第四号の厚生労働省

令・経済産業省令」と、第三項中「前条第六項第三号」とあるのは「前条第六項第四

号」と読み替えるものとする。 

６ 第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十一条第二項中

「前項」とあるのは「前項並びに附則第四条第一項第二号、第三号、第五号、第六



号、第十号及び第十二号」と、同条第四項中「前項」とあるのは「前項並びに附則第

四条第一項第一号、第四号及び第九号」と、第十二条第一項、第十四条第一項及び第

二項、第十八条第一項、第二十一条第一項並びに第二十八条第一号中「厚生労働大

臣」とあるのは「厚生労働大臣（附則第四条第一項第九号に掲げる業務に係るものに

ついては、厚生労働大臣及び経済産業大臣）」と、第十二条第一項中「前条第三項第

一号及び第三号」とあるのは「前条第三項第一号及び第三号並びに附則第四条第一項

第一号、第四号、第五号及び第七号から第十号まで」と、第十三条中「第十一条第三

項第二号及び第三号に掲げる業務（これらに附帯する業務を含む。）」とあるのは

「財形業務（第十一条第三項第二号及び第三号に掲げる業務（これらに附帯する業務

を含む。）並びに附則第四条第一項第一号に掲げる業務をいう。）、附則第四条第一

項第二号、第三号、第十号及び第十二号に掲げる業務並びに同項第九号に掲げる業

務」と、「特別」とあるのは「それぞれ特別」と、第十四条第一項及び第二十八条第

二号中「第十一条第一項、第三項及び第五項」とあるのは「第十一条第一項、第三項

及び第五項並びに附則第四条第一項」と、第十四条第二項中「前項」とあるのは「附

則第四条第六項の規定により読み替えられた前項」と、同条第三項中「同項」とある

のは「附則第四条第六項の規定により読み替えられた同項」と、第十五条第一項及び

第三項中「第十一条第三項第三号」とあるのは「第十一条第三項第三号及び附則第四

条第一項第一号」と、第二十一条第一項第一号中「第十四条第一項」とあるのは「附

則第四条第六項の規定により読み替えられた第十四条第一項」と、同項第二号中「第

十二条第一項」とあるのは「附則第四条第六項の規定により読み替えられた第十二条

第一項」と、第二十七条中「第十八条第一項」とあるのは「附則第四条第六項の規定

により読み替えられた第十八条第一項」とする。 

７ 機構が炭鉱援護業務を行う場合には、炭鉱援護業務に関する事項並びに炭鉱援護業

務に係る財務及び会計に関する事項については、第二十二条の規定にかかわらず、機

構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び経済産

業大臣並びに厚生労働省令・経済産業省令とする。 

 （不動産の登記に関する特例） 

第五条 機構が附則第三条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合にお

いて、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることがで

きる。 

 （雇用・能力開発機構法の廃止） 

第六条 雇用・能力開発機構法は、廃止する。 

 （雇用・能力開発機構法の廃止に伴う経過措置） 

第七条 旧法第二十七条第一項の規定により旧機構が発行した雇用・能力開発債券は、

第十五条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第一項の規定による雇用・

能力開発債券とみなす。 



第八条 旧法（第十条を除く。）の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法

又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 

 （罰則の適用に関する経過措置） 

第九条 附則第六条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例

によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用に

ついては、なお従前の例による。 

 （政令への委任） 

第十条 附則第三条から第五条まで及び前三条に定めるもののほか、機構の設立に伴い

必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

 （住宅金融公庫法の一部改正） 

第十一条 住宅金融公庫法（昭和二十五年法律第百五十六号）の一部を次のように改正

する。 

  第二十三条第八項中「雇用・能力開発機構法（平成十一年法律第二十号）第二十条

（勤労者財産形成促進法（昭和四十六年法律第九十二号）第十八条第五項において準

用する場合を含む。）」を「独立行政法人雇用・能力開発機構法（平成十四年法律第

百七十号）第十二条第一項」に、「雇用・能力開発機構の」を「独立行政法人雇用・

能力開発機構の」に改める。 

  附則第十七項中「附則第十三項」を「附則第十五項」に改め、同項を附則第十九項

とし、附則第十六項中「附則第十三項」を「附則第十五項」に改め、同項を附則第十

八項とし、附則第十五項中「附則第十三項」を「附則第十五項」に改め、同項を附則

第十七項とし、附則第十四項を附則第十六項とし、附則第十三項を附則第十五項と

し、附則第十二項の次に次の二項を加える。 

 13 公庫は、独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第四条第六項の規定により読み

替えて適用される同法第十二条第一項の規定により独立行政法人雇用・能力開発機

構の業務の委託を受けたときは、金融機関等又は地方公共団体に対し、その委託を

受けた業務の一部を委託することができる。第二十三条第二項から第六項までの規

定は、この場合について準用する。 

 14 前項の規定により公庫が独立行政法人雇用・能力開発機構から委託を受けた業務

を委託した場合には、第三十二条第一項、第四十七条及び第四十八条中「又は第二

十七条の七第二項」とあるのは「、第二十七条の七第二項又は附則第十三項」と、

第三十二条の二第一項中「同条第八項」とあるのは「同条第八項若しくは附則第十

三項」とする。 

 （労働金庫法の一部改正） 

第十二条 労働金庫法（昭和二十八年法律第二百二十七号）の一部を次のように改正す

る。 

  第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号中「雇用・能力開発



機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める。 

 （地方財政再建促進特別措置法の一部改正） 

第十三条 地方財政再建促進特別措置法（昭和三十年法律第百九十五号）の一部を次の

ように改正する。 

  第二十四条第二項中「、雇用・能力開発機構」を削る。 

 （駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正） 

第十四条 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を次のように改正する。 

  第十八条第一項を次のように改める。 

   厚生労働大臣は、独立行政法人雇用・能力開発機構に、駐留軍関係離職者が事業

を開始する場合において必要な資金の借入れに係る債務の保証及びこれに附帯する

業務を行わせるものとする。 

  第十八条第三項から第七項までを削る。 

  附則第三項中「雇用・能力開発機構の」を削る。 

 （地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正） 

第十五条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法（昭和三十七年法律第

百五十三号）の一部を次のように改正する。 

  第九十六条第三項中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機

構」に改める。 

 （雇用対策法の一部改正） 

第十六条 雇用対策法の一部を次のように改正する。 

  第二十三条中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改

める。 

  第二十六条第二項を削る。 

 （住民基本台帳法の一部改正） 

第十七条 住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）の一部を次のように改正す

る。 

  別表第一の六十九の項中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発

機構」に改める。 

 （社会保険労務士法の一部改正） 

第十八条 社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）の一部を次のように改正

する。 

  別表第一第十四号中「雇用・能力開発機構法（平成十一年法律第二十号）」を「独

立行政法人雇用・能力開発機構法（平成十四年法律第百七十号）」に改める。 

 （職業能力開発促進法の一部改正） 

第十九条 職業能力開発促進法の一部を次のように改正する。 

  第十五条の六の次に次の一条を加える。 



  （職業訓練の実施に関する計画） 

 第十五条の七 国が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練及び国が行う前条

第一項ただし書に規定する職業訓練は、厚生労働大臣が厚生労働省令で定めるとこ

ろにより作成する当該職業訓練の実施に関する計画に基づいて実施するものとす

る。 

 （勤労青少年福祉法の一部改正） 

第二十条 勤労青少年福祉法（昭和四十五年法律第九十八号）の一部を次のように改正

する。 

  第十一条中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改め

る。 

  附則第二項の見出し中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機

構」に改め、同項中「雇用・能力開発機構は、雇用・能力開発機構法（平成十一年法

律第二十号）附則第十一条第二項」を「独立行政法人雇用・能力開発機構は、独立行

政法人雇用・能力開発機構法（平成十四年法律第百七十号）附則第四条第一項第十二

号」に、「同項」を「同号」に改める。 

 （高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正） 

第二十一条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）

の一部を次のように改正する。 

  第二十五条第一項中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機

構」に改める。 

 （勤労者財産形成促進法の一部改正） 

第二十二条 勤労者財産形成促進法の一部を次のように改正する。 

  第八条の二各号列記以外の部分を次のように改める。 

   厚生労働大臣は、この法律の目的を達成するため、独立行政法人雇用・能力開発

機構（以下「機構」という。）に次の業務を行わせるものとする。 

  第九条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。 

   厚生労働大臣は、この法律の目的を達成するため、機構に次の業務を行わせるも

のとする。 

  第十条の三第一項各号列記以外の部分を次のように改める。 

   厚生労働大臣は、この法律の目的を達成するため、機構に次の業務を行わせるも

のとする。 

  第十一条中「雇用・能力開発機構法第二十七条第一項の規定に基づく借入金の額」

を「独立行政法人雇用・能力開発機構法（平成十四年法律第百七十号）第十五条第一

項の規定に基づく長期借入金の額」に改め、「雇用・能力開発債券の発行額（」の下

に「旧雇用・能力開発機構法（平成十一年法律第二十号）第二十七条第一項の規定に

基づく雇用・能力開発債券の発行額及び」を、「発行額を含む。）」の下に「、独立



行政法人雇用・能力開発機構法第十五条第三項の規定に基づく短期借入金の額」を加

える。 

  第十二条第三項中「雇用・能力開発機構法」を「独立行政法人雇用・能力開発機構

法」に改める。 

  第十四条の三中「機構は、雇用・能力開発機構法第十九条並びに第八条の二、第九

条及び第十条の三に規定する業務のほか」を「厚生労働大臣は、機構に」に、「行

う」を「行わせるものとする」に改める。 

  第十八条を次のように改める。 

 第十八条 削除 

  附則第二条第二項中「機構は、雇用・能力開発機構法第十九条並びに第八条の二、

第九条、第十条の三及び第十四条の三に規定する業務のほか」を「厚生労働大臣は、

機構に」に、「を行うことができる」を「を行わせることができる」に改め、同条第

三項を削る。 

 （労働保険特別会計法の一部改正） 

第二十三条 労働保険特別会計法（昭和四十七年法律第十八号）の一部を次のように改

正する。 

  第四条第二項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第八号までを一号

ずつ繰り上げる。 

  第五条第一項第八号中「及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十四条第三

項」を「、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十四条第三項及び独立行政法人

雇用・能力開発機構法（平成十四年法律第百七十号）第十四条第三項」に改め、同条

第二項第二号中「及び独立行政法人労働政策研究・研修機構」を「、独立行政法人労

働政策研究・研修機構及び独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める。 

  附則第二項を次のように改める。 

 ２ 独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第四条第二項又は第四項の規定による国

庫への納付が行われる会計年度における第五条第一項の規定の適用については、同

項第八号中「第十四条第三項」とあるのは、「第十四条第三項並びに同法附則第四

条第二項及び第四項」とする。 

  附則第三項から第十一項までを削る。 

 （雇用保険法の一部改正） 

第二十四条 雇用保険法の一部を次のように改正する。 

  第十五条第三項中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」

に改める。 

  第六十二条第三項中「雇用・能力開発機構法（平成十一年法律第二十号）」を「独

立行政法人雇用・能力開発機構法（平成十四年法律第百七十号）」に、「を雇用・能

力開発機構」を「を独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める。 



  第六十三条第三項中「雇用・能力開発機構法」を「独立行政法人雇用・能力開発機

構法」に、「雇用・能力開発機構に」を「独立行政法人雇用・能力開発機構に」に改

める。 

 （建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正） 

第二十五条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を次のように改正する。 

  第九条第二項中「雇用・能力開発機構法（平成十一年法律第二十号）」を「独立行

政法人雇用・能力開発機構法（平成十四年法律第百七十号）」に、「雇用・能力開発

機構に」を「独立行政法人雇用・能力開発機構に」に改める。 

  第十条中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改め

る。 

 （地域雇用開発促進法の一部改正） 

第二十六条 地域雇用開発促進法の一部を次のように改正する。 

  第十二条第三項中「雇用・能力開発機構法（平成十一年法律第二十号）」を「独立

行政法人雇用・能力開発機構法（平成十四年法律第百七十号）」に、「雇用・能力開

発機構に」を「独立行政法人雇用・能力開発機構に」に改める。 

  第十三条第一項中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」

に改める。 

  第十七条第三項中「雇用・能力開発機構法」を「独立行政法人雇用・能力開発機構

法」に、「雇用・能力開発機構に」を「独立行政法人雇用・能力開発機構に」に改め

る。 

  第二十条及び第二十一条第一項中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・

能力開発機構」に改める。 

 （港湾労働法の一部改正） 

第二十七条 港湾労働法（昭和六十三年法律第四十号）の一部を次のように改正する。 

  第五条第二項中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に

改める。 

 （中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改

善の促進に関する法律の一部改正） 

第二十八条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用

管理の改善の促進に関する法律の一部を次のように改正する。 

  第七条第三項中「雇用・能力開発機構法（平成十一年法律第二十号。以下「機構

法」という。」を「独立行政法人雇用・能力開発機構法（平成十四年法律第百七十

号」に、「雇用・能力開発機構に」を「独立行政法人雇用・能力開発機構に」に改め

る。 

  第八条及び第九条を次のように改める。 

 第八条及び第九条 削除 



  附則第三条の見出し中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機

構」に改め、同条中「雇用・能力開発機構は、機構法附則第十一条第二項」を「独立

行政法人雇用・能力開発機構は、独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第四条第一

項第二号」に、「同項」を「同号」に、「機構法附則第十一条第三項」を「独立行政

法人雇用・能力開発機構法附則第六条の規定による廃止前の旧雇用・能力開発機構法

（平成十一年法律第二十号）附則第十一条第三項」に改める。 

 （介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正） 

第二十九条 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を次のように改正す

る。 

  目次中「雇用・能力開発機構の業務」を「独立行政法人雇用・能力開発機構による

債務保証等」に改める。 

  「第五章 雇用・能力開発機構の業務」を「第五章 独立行政法人雇用・能力開発

機構による債務保証等」に改める。 

  第三十二条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。 

   厚生労働大臣は、介護労働者の福祉の増進を図るため、独立行政法人雇用・能力

開発機構に次に掲げる業務を行わせるものとする。 

  第三十二条第一項第五号を削り、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同

号を同項第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。 

  四 第十七条第二号の職業紹介事業者に対して、介護労働安定センターが行う同号

に掲げる業務の円滑な実施を促進するための当該職業紹介事業者が行う業務に関し

必要な助成を行うこと。 

  五 介護労働者の労働環境の改善に関する調査研究を行う者に対して、当該調査研

究に関し必要な助成を行うこと。 

  第三十二条第二項を削る。 

 （短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正） 

第三十条 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成五年法律第七十六号）

の一部を次のように改正する。 

  第十一条中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改め

る。 

 （独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正） 

第三十一条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成十三年法律第百

四十号）の一部を次のように改正する。 

  別表第一雇用・能力開発機構の項を削る。 

 （沖縄振興特別措置法の一部改正） 

第三十二条 沖縄振興特別措置法の一部を次のように改正する。 

  第八十一条の見出し中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機



構」に改め、同条第一項中「雇用・能力開発機構は、雇用・能力開発機構法（平成十

一年法律第二十号）第十九条に規定する業務のほか」を「独立行政法人雇用・能力開

発機構は」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を削り、第四

号を第二号とし、同項第五号中「前各号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号と

し、同項第六号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同条第二

項から第六項までを削る。 

  附則第二条第二項の表中三の項を削り、四の項を三の項とし、五の項から七の項ま

でを一項ずつ繰り上げる。 

  附則第四条の見出し中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機

構」に改め、同条第一項中「雇用・能力開発機構は、雇用・能力開発機構法附則第十

一条第一項の規定により宿舎を譲渡するまでの間、当該宿舎について」を「独立行政

法人雇用・能力開発機構は、独立行政法人雇用・能力開発機構法（平成十四年法律第

百七十号）附則第四条第一項第二号に掲げる業務が終了するまでの間」に改め、同条

第二項から第四項までを削る。 

 （独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正） 

第三十三条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部を次のよう

に改正する。 

  別表雇用・能力開発機構の項を削る。 

 （旧炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法の一部改正） 

第三十四条 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第

四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧炭鉱労働者等の雇用の安定等

に関する臨時措置法の一部を次のように改正する。 

  目次中「雇用・能力開発機構の援護業務」を「援護業務」に改める。 

  「第三章 雇用・能力開発機構の援護業務」を「第三章 援護業務」に改める。 

  第二十三条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。 

   厚生労働大臣は、炭鉱離職者の職業及び生活の安定を図るため、独立行政法人雇

用・能力開発機構に次に掲げる業務を行わせるものとする。 

  第二十四条第三項を削る。 

  第二十五条から第三十二条までを次のように改める。 

 第二十五条から第三十二条まで 削除 

  第三十五条中「若しくは第二十五条第一項」及び「、又は同条第二項第四号の厚生

労働省令、経済産業省令を定めようとするとき」を削る。 

  第三十六条を次のように改める。 

 第三十六条 削除 

（内閣総理・総務・財務・厚生労働・経済産業・国土交通大臣署名）  


